
 

公    告 

 

別紙の者は、その住（居）所が不明のため、介護保険料に関する通知書が送達できないの

で、介護保険法第143条（平成９年12月17日法律第123号）において準用する地方税法（昭和

25年７月31日法律第226号）第20条の２の規定に基づき、通知書は市長が保管し、別紙の者の

申し出により交付するものであることを公告する。 

 

令和８年６月15日 

 

                           静岡市長 難波 喬司辺 信宏 














































